
岡谷市長地小萩１丁目１２－１３ 

          
厚生労働大臣指定教育訓練講座 【教育訓練給付制度】 

            大型特殊自動車（普通・中型・大型いずれか所持）コース 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支給申請手続き 

        支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類 

       を提出することによって行います。申請書の提出は疾病又は負傷、１か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると 

       認めらない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。 

①教育訓練給付金支給申請書（教育訓練の受講修了後、教育訓練施設が配布）  ②教育訓練修了証明書（指定教育訓練実施者が発行） 

③領収書（指定教育訓練実施者が発行）   ④本人・住居所確認書類（運転免許証、住民票の写し等）  ⑤雇用保険被保険者証  

⑥教育訓練給付適用対象期間延長通知書（適用対象期間の延長をしていた場合に必要）   

⑦返還金明細書（「領収書」等が発行された後で教育訓練経費の一部が指定教育訓練実施者から本人に対して還付された（される）場合に 

指定教育訓練実施者が発行します）  ⑧払渡希望金融機関の通帳 

       支給申請時期 

 支給申請の時期については、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して１か月以内に支給申請手続きを行なって下さい。これを 

        過ぎると申請が受け付けられません。                   

 

 

 

教 育 訓 練 講 座 名 
消費税

（８％）  
教習料金 

給付対象額 

（教育訓練経費） 給付予定
・ ・

額
・

 
給付後の  

本人負担額 

講座３ 大型特殊自動車（普通・中型・大型いずれか所持）コース 

指定番号 200821210036 

税抜 ８２，８００円 ７６，３００円 １５，２６０円 ６７，５４０円 

税込 ８９，４２４円 ８２，４０４円 １６，４８０円 ７２，９４４円 

☎0266（27）5551 

長野県公安委員会指定 

岡谷自動車学校 

※平日１７：３０以降と日・ 祝日の技能教習は１時間につき ３００円（税込３２４円）の割増料金がかかります。 

 
※運転免許試験手数料１，７５０円が必要です。（県外住所者は除く。） 

※当日の技能教習をキャンセルした場合、教習開始１時間前までのキャンセルは３０％、それ以外のキャンセルは１００％のキャンセル料がかかります。 

※上記料金は最短時限数で卒業した場合の合計金額です。最短時限数を超えた場合は別途料金（１時間につき６，３００円【税込 ６，８０４円】）がかかります。 


